
平成 22 年 7 月 22 日 

消費者の皆様方へ 

食用塩公正取引協議会 

会長 丸本 執正 

 

味・品質・価格に関する協議会の方針について 

－産経新聞記載記事（5/12）の訂正とお詫び－ 

 

5 月 12 日の産経新聞に食用塩の表示ルール本格施行の紹介記事(次ページ)が掲載され、この中

で協議会副会長のコメントとして、味、品質及び価格の差に言及し、その上で表示について改善

努力する内容が掲載されました。発言内容が個人的見解であるにもかかわらず、それがあたかも

協議会の方針であるように報道されました。 

 報道された内容は、「食用塩の表示に関する公正競争規約」の趣旨（公正な競争の確保）に反す

るものであり、消費者の皆様方に誤解を与えてしまいました。 

つきましては、協議会としてコメント内容を訂正すると共に、協議会の味・品質・価格に関す

る公式見解を下記の通りお知らせいたしますので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 

消費者の皆様、関係者の方々に大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。 

  

【味について】 

協議会の表示ルールでは、味の表現は原則として自由です。これは、味には主観的要素があり、

味の違いが分かる人もおり、定説がなく表示基準を作成することは困難であるためです。 

 記事に示された「味の違いは普通の人には分からない、味の差が小さい」とし、これを基に表

示の改善が必要とするコメントは、認めている味の表現を否定するもので、消費者に誤解を与え

ており、個人的な見解であって、協議会の方針ではありません。 

 協議会としては、味について言及しません。 

 

【品質の差について】 

品質の差については、規約に沿った客観的データに基づく表示（栄養成分表示）は認めていま

す。 

記事に示された塩の「品質の差が小さい」との内容は、全ての食用塩の品質の差が小さいとの

印象を消費者の皆様に与えましたが、食用塩には、成分や物理的性質の差が大きいケースもあり

ます。 

 協議会としては、品質の表示、表現に関してはあくまでも客観的な根拠に基づくことを前提に

しています。 

 

【塩の価格について】 

記事に「塩の値段は規模で決まる」や「価格差が大きいことから誇大表示になりがち」との発

言がありますが、商品価格は自由競争で成り立つものであり、協議会としては、価格に言及する

ことはなく、規約に沿って商品表示の適正化を図っています。 

 

 



5 月 12 日発行 産経新聞 生活面記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


